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町では、燃料の高騰による経済的負担を軽減するために、高齢者世帯等を対象とした、「灯油購入助成事

業」を実施いたします。以下の要件に該当される世帯の方は、保健福祉課福祉係まで、お申込下さい。

１ 助成対象世帯（社会福祉施設等入所世帯・生活保護受給世帯は除く。）

※世帯員全員が医療機関等に長期入院している場合については、実態調査の上適否を判断します。

２ 申請の方法

12月15日までに、「小平町福祉灯油購入費助成申請書」を保健福祉課福祉係または役場各支所へ提出

願います。（申請書用紙は窓口に用意してあります。）

申請は代理者でもかまいませんが、その場合、申請者と代理者の印鑑をそれぞれ持参願います。

３ 助成の方法

助成決定された世帯に対して、「助成券」を交付いたしますので、町内の灯油販売業者より灯油を購

入してください。

有効期限は平成21年２月末日となっておりますので、それまでに購入願います。

なお、助成額は「１万円」ですので、それを超えた分は各世帯へ請求されます。

また、一度で購入しきれない場合は、灯油販売業者と協議して複数回に分けて購入されても結構です。

※町内灯油販売業者

要 件世 帯 区 分

・・年齢満65歳以上の高齢者だけで構成される世帯

（同居者に65歳未満の方がいる場合は対象となりません。）
高 齢 者 世 帯

・・配偶者と離（死）別により、夫（妻）が独立して20歳未満の児童を扶養してい

る世帯
ひとり親等世帯

・・両親の死亡、行方不明等により20歳未満の児童を扶養している世帯

・・同居者に療育手帳区分Ａランクの交付を受けている方がいる世帯
障 が い 者 世 帯

・・世帯主が１級又は２級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯
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共通要件 ・・平成20年11月１日現在小平町に住所を有し、実際に居住していること。

・・世帯員全員が、今年度の住民税が非課税であること。

◎詳しい内容については、下記までお問い合わせ下さい。

保健福祉課福祉係 ℡ 56－2111（内線272・273・287）

福祉灯油購入助成のお知らせ

㈱ お び ら 石 油

石 黒 石 油 ㈱
小平地区

岩 見 燃 料 店達布地区

㈱ オ ン ネ 石 油

㈱ 細 川
鬼鹿地区


